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条

例

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
二
号

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
及
び
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制)

第
二
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者

(

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
者
を
い
う
。)

の
う
ち
、
同
条
第

八
項
の
国
家
行
政
組
織
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
執
行
機
関
の
組
織

(

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
執
行
機
関
の
組
織
を
い
う
。)

若
し
く
は
議
会
の
事
務
局
の
職
員

(

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
職
員
を
い
う
。)

又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
の
役
職
員
に
類
す

る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務

(

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
等
事
務
を
い
う
。)

で
あ
っ
て
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
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の
職
務

(

当
該
職
に
就
い
て
い
た
と
き
の
職
務
に
限
る
。)

に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又

は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
任
命
権
者
へ
の
届
出)

第
三
条

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
る
職
員
で
あ
っ
た
者

(

退
職
手
当
通
算
予
定
職
員

(

法
第
三
十
八
条

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
い
う
。)

で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
い
て
退
職
手
当
通
算
法
人

(

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
法
人

を
い
う
。)

の
地
位
に
就
い
て
い
る
者
及
び
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号)

第
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
退
職
派
遣
者
を
除
く
。)

は
、
離
職
後
二
年
間
、
営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合

(

報
酬
を
得
る
場
合
に
限
る
。)

又
は
営
利
企
業
の
地

位
に
就
い
た
場
合
は
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か

に
、
離
職
し
た
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
の
任
命
権
者
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
三
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
十
二
条｣

を

｢

第
十
一
条｣

に
、

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
十
二
条｣

に
、

｢

第
十
四
条
・｣

を

｢

第
十
三
条
―｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
三
章
中
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
四
章
中
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
事
務)

第
十
四
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号)

及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号)

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
各
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

(

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
受
理

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出(

障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号)

附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福
祉
手
当
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令

(

昭
和
五
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
認
定
の
請
求
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第
三
条
及
び
第
四
条

(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

並
び

に
第
六
条
及
び
第
十
一
条

(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
十
三
条
第
二
項

(
同
令
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

四

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
認
定
の
請
求
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号)

附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
並
び
に
福
祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

昭
和
六
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号)

に
よ
る
改
正
前
の
福
祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第
六
条
及
び
第
十
一
条
に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
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に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
四
号
中

｢

第
三
百
五
条｣

を

｢

第
三
百
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

十
和
田
市｣

の
下
に

｢

、
つ
が
る
市｣

を
加
え
、

｢

西
目
屋
村｣

を

｢

深
浦
町
、
西
目
屋
村
、
板
柳
町｣

に
改
め
、

｢

六
戸
町｣

の
下
に

｢

、
横
浜

町｣

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中｢

徴
取｣

を｢

徴
収｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中｢

同
条
第
五
項｣

を｢

同
条
第
八
項｣

に
、｢

二
ヘ
ク
タ
ー
ル｣

を｢

四
ヘ
ク
タ
ー
ル｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

二
ヘ
ク
タ
ー
ル｣

を

｢

四
ヘ
ク
タ
ー
ル｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

徴
取｣

を

｢

徴
収｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
を
削
り
、
第
二
十
九
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
号
中

｢

同
条
第
七
項｣

を

｢

同
条
第
八
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
六
条
中

｢

平
内
町｣

を

｢

む
つ
市
、
平
内
町
、
鰺
ケ
沢
町
、
六
戸
町
、
横
浜
町｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

景
観
法
等
に
基
づ
く
事
務)

第
三
十
六
条

景
観
法

(

平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号)

並
び
に
青
森
県
景
観
条
例

(

平
成
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
。
以
下

｢

景
観
条
例｣

と
い
う
。)

及
び
景
観
条
例

の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
、
平
川
市
の
区
域
に
係
る
も
の
は
、
同
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

景
観
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
景
観
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
行
為
の
届
出
の
受
理
並
び
に
同
法
第
十
六
条
第
二
項
及
び
景
観
条
例
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

景
観
法
第
十
六
条
第
三
項
及
び
景
観
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
勧
告
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
勧
告
に
従

う
こ
と
の
告
知
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
告
知
に
従
わ
な
い
こ
と
に
係
る
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

三

景
観
法
第
十
六
条
第
五
項
及
び
景
観
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
行
為
の
通
知
の
受
理
並
び
に
同
法
第
十
六
条
第
六
項
及
び
景
観
条
例
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
行
為
景
観
形
成
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
と
る
べ
き
措
置
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。
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四

景
観
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
の
命
令
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
の
期
間
の
延
長
及
び
通
知
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
原
状
回
復
及
び
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
の
命
令
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
原
状
回
復
等
及
び
こ
れ
に
係
る
公
告
並
び
に
同
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
並
び
に
立
入
検
査
及
び
立
入
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

景
観
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
本
文
の
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
こ
と
。

六

景
観
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
行
為
景
観
形
成
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
勧
告
及
び

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
景
観
条
例
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
こ
と
に
係
る
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

七

景
観
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
行
為
景
観
形
成
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
景
観
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
景
観
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
及
び
第
十
一
条
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
三
章
中
第
十
三
条
を

第
十
二
条
と
し
、
第
四
章
中
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
同
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
十
七
条
第
四
号
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
二

十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し
て
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
同
日
以
後
に
お
い
て
当
該
事
務
を
管
理
し
及

び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
及
び
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
四
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
及
び
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例

(

平
成
二
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書｣

を

｢

第
十
五
条
の
七
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
十
五
条
の
六
第
三
項｣

を

｢

第
十
五
条

の
七
第
三
項｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
の
二
第
一
項
中

｢

第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
一
号｣
を

｢

第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
砂
利
採
取
業
者
登
録
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
五
号

青
森
県
砂
利
採
取
業
者
登
録
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
砂
利
採
取
業
者
登
録
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
及
び
第
二
条
第
二
号
中

｢

第
六
条
第
一
項
第
五
号
ロ｣

を

｢

第
六
条
第
一
項
第
六
号
ロ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
採
石
業
者
登
録
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
六
号

青
森
県
採
石
業
者
登
録
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
採
石
業
者
登
録
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
及
び
第
二
条
第
二
号
中

｢

第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ロ｣

を

｢

第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
六
号
ロ｣

に
改
め
る
。

附

則

― ―8



こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
風
俗
営
業
許
可
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
七
号

青
森
県
風
俗
営
業
許
可
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

青
森
県
風
俗
営
業
許
可
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

掲
げ
る
事
務｣

の
下
に

｢

及
び
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
法

(

以
下

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可

に
関
す
る
事
務｣

を
加
え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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五

新
法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
時
に
他
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
に
係
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ

ぞ
れ
表
の
第
十
七
号
に
定
め
る
額
か
ら
八
千
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

第
二
条

青
森
県
風
俗
営
業
許
可
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

及
び
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
行
う
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
法(

以
下｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務｣

を
削
り
、

同
条
第
五
号
中

｢

及
び
法｣

を

｢
並
び
に
法｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

十

法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務

十
一

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

十
二

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
地

位
の
承
継
の
承
認
に
関
す
る
事
務

十
三

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
営
業
所
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
承
認
及
び
法
第

三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
証
の
書
換
え
に
関
す
る
事
務

十
四

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
及
び
第
九
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
き
特
例
を
受
け
る
べ
き
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者

(

以
下

｢

特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者｣

と
い
う
。)

の
認
定
並
び
に
法
第
三
十
一
条
の
二

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

十
五

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
管
理
者
に
対
す
る
講
習
に
関
す
る
事
務
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別
表
第
一
号
中

｢

第
七
条｣

を

｢

第
八
条｣

に
改
め
、
同
表
第
八
号
中

｢

第
十
条
の
二｣

を

｢

第
十
四
条｣

に
改
め
、
同
表
第
十
七
号
中

｢

新
法｣

を

｢

法｣

に
改
め
、
同

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
の
備
考
の
第
五
号
中

｢
新
法｣

を

｢

法｣

に
改
め
、
同
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営
業
所
に
つ
き
法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
よ
る
特
定
遊
興
飲
食
店

営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
の
第
十
七
号
に
定
め
る
額
に
六
千
八
百
円
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
八
号

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

路
端
か
ら｣

を

｢

各
側
端
か
ら
外
側｣

に
、

｢

以
内｣

を

｢

の
区
域
内｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中｢

第
十
三
条
第
一
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号｣

に
、｢

同
項｣

を｢

同
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
午
前
零
時
以
後
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
時
は
、
午
前
一
時
と
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
第
三
号｣

を

｢

前
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
午
前
零
時
以
後
に
お
い
て
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
特
別
な
事
情
の
あ
る
地
域
と
し
て
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
別

表
第
二
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

日
出
時
か
ら｣

を

｢

午
前
六
時
後｣
に
、

｢

午
前
零
時
ま
で｣

を

｢

午
前
零
時
前｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
二
条
第
一
項
第
七
号｣

を

｢

第
二
条

第
一
項
第
四
号｣

に
、

｢

日
出
時
か
ら｣

を

｢

午
前
六
時
後｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中

｢

第
二
条
第
一
項
第
七
号｣

を

｢

第
二
条
第
一
項
第
四
号｣
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

と
博｣

を

｢

賭
博｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
営
業
に
係
る
営
業
所
へ
の
十
六
歳
未
満
の
者
の
立
ち
入
ら
せ
の
制
限)

第
八
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
営
業
を
営
む
者
は
、
午
後
七
時
か
ら
午
後
十
時
前
の
時
間
に
お
い
て
保
護
者
が
同
伴
し
な
い
十
六
歳
未
満
の
者
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立

ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
。
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第
十
二
条
中

｢

日
出
時｣

を

｢

午
前
六
時｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中

｢

第
十
一
条
第
一
号｣

を

｢

第
十
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
十
一
条
第
二
号｣

を

｢

第
十
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第

十
一
条
第
三
号｣

を

｢

第
十
条
第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中

｢

第
十
一
条
第
一
号｣

を

｢

第
十
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
十
一
条
第
二
号｣

を

｢

第
十
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と

す
る
。

第
十
五
条
中

｢

第
十
条
各
号｣
を

｢

第
九
条
各
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中

｢

第
十
一
条
第
二
号｣
を

｢

第
十
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中

｢

第
十
条
各
号｣

を

｢

第
九
条
各
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中

｢

第
二
十
条｣

を

｢

第
十
九
条｣
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中

｢

第
二
十
条｣

を

｢

第
十
九
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
設
置
が
許
容
さ
れ
る
地
域)

第
二
十
三
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域

(

別
表
第
七
の

上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
敷
地

(

当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
土
地
を
含
む
。)

の
境
界
線
か
ら
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
敷
地
の
区
域
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
距
離
以
内
に
あ
る
地
域
を
除
く
。)

と
す
る
。

一

別
表
第
二
に
掲
げ
る
地
域

二

前
号
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
、
深
夜
に
お
い
て
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
お
お
む
ね
百
人
以
下
の
割
合
で
人
が
居
住
す
る
地
域
で
公
安
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
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第
二
十
五
条
中

｢

第
二
条
第
十
一
項
第
三
号｣

を

｢

第
二
条
第
十
三
項
第
四
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中

｢

日
出
時｣

を

｢

午
前
六
時｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限)

第
二
十
四
条

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
、
午
前
五
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。

(

深
夜
に
お
け
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
騒
音
及
び
振
動
の
数
値)

第
二
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
条
例
で
定
め
る
騒
音
に
係
る
数
値
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
の
午
前
六
時
ま
で
の
時
間
の
区
分
に
係
る
数
値
と
す
る
。

２

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
条
例
で
定
め
る
振
動
に
係
る
数
値
は
、
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

(

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
遵
守
事
項)

第
二
十
六
条

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

営
業
所
で
、
卑
わ
い
な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
行
為
を
し
、
又
は
客
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

二

営
業
所
で
客
の
求
め
な
い
飲
食
物
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

三

営
業
中
は
、
営
業
所
の
出
入
口
又
は
客
室
に
施
錠
を
し
、
又
は
さ
せ
な
い
こ
と
。

四

営
業
所
で
、
賭
博
に
類
似
す
る
行
為
そ
の
他
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
、
又
は
客
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

五

著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
方
法
で
営
業
し
な
い
こ
と
。

六

午
後
七
時
か
ら
午
後
十
時
前
の
時
間
に
お
い
て
保
護
者
が
同
伴
し
な
い
十
六
歳
未
満
の
者
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。
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本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

風
俗
環
境
保
全
協
議
会
を
置
く
地
域)

第
二
十
九
条

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

別
表
第
一
中

｢
学
校｣

の
下
に

｢
(

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
を
い
う
。)

｣

を
、

｢

児
童
福
祉
施
設｣

の
下
に

｢
(

児

童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
。
別
表
第
七
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
中

｢

第
五
条｣
を

｢
第
四
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
九
条｣

に
、

｢

以
内
に
あ
る
地
域｣

を

｢

の
区
域
内
の
地
域

(

幹
線
道
路
の
各
側
端
か
ら
外
側
五
十
メ
ー
ト

ル
の
区
域
内
の
地
域
を
除
く
。)

｣
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢

第
七
条
、
第
二
十
四
条｣
を

｢
第
六
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条｣

に
、

｢

日
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で｣

を

｢

午
前
六
時
後
午
後
六
時
前｣

に
、

｢

日
没

時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で｣

を

｢

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
前｣

に
、

｢

日
出
時
ま
で｣

を

｢

午
前
六
時
ま
で｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

｢

第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
二
十
条｣

を

｢
第
十
条
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

｢

第
十
一
条｣

を

｢

第
十
条｣

に
改
め
、

｢
(

平
成
十
八
年
二
月
二
十
六
日
現
在
に
お
け
る
中
津
軽
郡
岩
木
町
の
商
業
地
域
を
除
く
。)

｣

を
削
る
。

別
表
第
六
中

｢

第
十
一
条｣

を

｢

第
十
条｣

に
改
め
、
同
表
第
一
号
中

｢
(

平
成
十
八
年
二
月
二
十
六
日
現
在
に
お
け
る
中
津
軽
郡
岩
木
町
の
商
業
地
域
を
除
く
。)

｣

を
削

り
、
同
表
の
備
考
の
一
中

｢

遮
へ
い｣

を

｢

遮
蔽｣

に
改
め
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
七

(

第
二
十
三
条
関
係)

― ―18
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附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
九
号

青
森
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

青
森
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

平
成
十
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

― ―19
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青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
号

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(
平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
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